
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新たな
目 標 

毎年７月末までに、原単位の変化状況、悪化理由、
実施した措置内容等を報告する義務があります。 

2014 年度の実績は、2015 年７月末までに報告
することになります。 

2013 年改正省エネ法、2014 年４月施行 

※ 経済産業省資源エネルギー庁ホームページから引用掲載 
http://www.enecho.meti.go.jp/topics/140401/140401_syouenehoukaisei.pdf 

電気の需要の平準化措置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※ 経済産業省資源エネルギー庁ホームページから引用掲載 

http://www.enecho.meti.go.jp/topics/140401/140401_syouenehoukaisei.pdf 
※ 経済産業省資源エネルギー庁ホームページから引用掲載 

http://www.enecho.meti.go.jp/topics/140401/140401_syouenehoukaisei.pdf 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

取り組むべき措置

が示されています 

指 針 

「デマンド自動制御」
技術を用いると確実

なカットが可能 

手 動 

使用電力が目
標設定値に近
づくとお知ら
せします。 

※デマンド監視装置のお問い合わせは、お近くの北海道電気保安協会まで 

こちらからもお問い合わせいただけます ⇒ http://www.hochan.jp/inquiry/ 

【Web サービス画面（パソコン）】 

電気代を節約し

競争力を強化！ 
お客さまの使用実
態を踏まえ具体的
な節電対策を提案
します。 

＜停 止＞ 

※ 経済産業省資源エネルギー庁ホームページから引用掲載 
http://www.enecho.meti.go.jp/topics/140401/140401_syouenehoukaisei.pdf 

お客さまの節電対策をサポートいたします。

デマンド監視装置は、リアルタイムで電気の使用状況を“見える化”することが

できます。また、Web サービスのご利用により前日までの電気の使用状況の分

析が可能となり、お客さまの節電対策の有効性を確認することができます。 

北海道電気保安協会から 

一般財団法人北海道電気保安協会 技術営業部 
〒063-0826 札幌市西区発寒 6 条 12 丁目 6番 11 号 
☎ (011)555-5001(代)    FAX (011)555-5002 

http://www.hochan.jp/inquiry/

